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一限界費用原理の理論構造と問題点一
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　公共料金の値上げ問題は連日の新聞，テレビを賑わしている．そこで再び公共料金決定

法を吟味することも必要であろう．公共料金決定法にはいくつかあるがこの論文では眼界

費用原理の理論構造を明かにしそれに内在する理論的，実践的問題点を吟味する．

　　　I　限界費用原理の理論構造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2〕
　限界費用原理は1844年のディプイの論文により主張され後にホッテリングにより発展

させられた．同じく限界費用原理に分類されても論者により多少のニュアンスの違いはあ

るがその骨子に於いては等しいと考えてよい．

　単純化の為に線型函数を仮定する．

　需要函数　　四＝α一幼　　　一／1〕

　費用函数　　0＝O＋吻　　　一2〕

刀，q，は各々ある特定の公共サービスの料金とその量を表わす．Cは総費用であり。は固

定費用，dは限界費用を表わす．図1〕に於いては，

　d＝OH，α＝0Eであり，MC，AC，MR，D・は各々限界費用曲線，平均費用曲線，限界収

益曲線，需要曲線を表わす．我々の考察の対象を短期に限定するたらば，口。は当該公共企

業の生産能力であり，単純化の為q。に於いてはMC，AC共に垂直にたると仮定する．

　需要函数が当該公共企業に対して右下がりであると仮定することは，公共企業の有する

独占的性格を考慮するたらば妥当である、又費用函数に於いて限界費用は必ずしも一定で

ある必要はたいが，我々は考察の対象をいわゆる逓減費用の場合に限定したいのである・

我々の考察の対象は勿論混合経済に於ける公共企業であり，何の不都合なく私企業として

営まれる場合には公共企業とする必要はたい．私企業から公共企業に移す理由は経済的理

由だけでもないし，又経済的理由の申にもいくつかある、しかるにここでは，私企業の手

に任せておいてはその費用逓減の性格のゆえに独占に導くという理由で公共企業として営

まれる場合に対象を限定する．良く知られた独占理論によるたらば，料金又は価格は図ω
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に於いてpヨに定められ産出量はq。に制限される．我々の仮定した費用函数はかかる条件

を単純化して示すものであるが，MC＜ACの状態が成立する場合にはすべて我々のこれか

らの議論は当てはまる、

　限界費用原理の重要た支柱の一つは公共サービスを産出する公共事業の社会価値に関す

る特定の主張である，四＝MCの時の当該公共事業の社会的総価値は次のように表わされる、

・イち（・）吻
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るからいかたる料金も社会的純損失をもたらすのであり，

いう命題が立てられる、

　しかるに以上の議論から導かれる帰結は料金は低い程良いということであり限界費用に

等しく決定せよという主張を積極的に支持するものではたい．この点に於いて，ディプイ

もホッテリングも明確さを欠いている．又明示的ではたいがこの議論が資源の最適配分の

問題として考えられている1したがって公共料金を限界費用に等しく決定せよという主張
　　　　（4）
は厚生経済学に於いて今や周知の最適資源配分の必要条件の適用によって裏付けられてい

る．後の議論にも関係するので，最適資源配分の必要条件を一般的た形で示しておく。

　　　　　　　　　Pj　　∂軌
　（a）生産条件　　　　＝一一一　　一（6）
　　　　　　　　　P＾　　∂吻
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　ところで口UTFSの部分

に関しては企業収入の減少分

だけ消費者の手元に所得は残

るのであるから社会全体とし

ては差引零である．しかるに

△TKFは料金を四・から伽

に引上げたことによって生ず

る社会的純損失でありその犬
　　　　　　　（3〕
きさは（△p）里に』＝ヒ例する．Dユ

の需要条件の下に於いては

p＝0ならばこの公共事業の

社会的総価値は△0EXであ

その大きさは〆に比例すると



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共料金決定の理論

　（イ）ゴ，ん共にインプット．→技術的代替率は価格比率に等しい1（口）5，危共に・アウトプッ

ト．→生産物変換比率は価格比率に等しい．（ヘゴがインプット，此がアウトプット→イ

ンプットの限界生産力は価格比率に等しい．

　（b）交換条件　16〕式をそのまま利用するとゴ財とκ肘との間の商品代替率は価格比率に

等しい、ごの申には余暇のように当初自分で保有していて自分の為に保留するものも含め

る、更に我々は完全競争が上記の条件によって示されるいわゆるパレート最適を保証する

ことも後の議論との関係で付け加えておく．

　さて我々の本題に帰る肢らば，公共料金を少なくも限界費用ヨに等しく徴集することはこ

の部門への過度の資源の投入を阻止する為に必要なのである．ところが我々の仮定してい

る費用逓減の条件の下ではこの企業は赤字に陥る．そしてこの赤字の処理の仕方に於いて

限界費用原理の主張者は独得の論理を持っている．

　結論から言うたらば，赤字分は課税によってもその供給量が減少しない一括税（Lump－

SumtaX）の性質を有する租税により徴集された一般財源より補填されるべきである．何故

たらば図。）に見るように限界費用に等しい料金から平均費用に等しく，従って独立採算制

　　　　　　　　　　　　　　1を可能にする料金への引上げは一助4の大きさの社会的純損失を生ぜしめる．しかるに
　　　　　　　　　　　　　　2
一括税はその性質により課税対象を調整することにより回避出来ないものであり，一応所

得の分配効果を無視するならば，各々の消費者は同額の支出を公共料金という形態から一

括税へと変えることにより社会的純損失の回避という意味での利益を得る．

　以上は与えられた需要条件に対して当該公共サービスの供給能力が十分大である場合の

議論であった．限界費用原理のもう一つの側面は供給能力に比して需要が過剰である場合

に適応される．図1）に於いては口。は生産能力限であり単純化の為にこの水準に於てはMC

もACも無限犬と仮定する．又需要は何らかの理由でD・にまで拡張したとする．かかる

条件の下での限界費用原理の主張は需要を限られた供給に等しくするまで料金を引き上げ

ろということであり図ωに於いて仰が正しい料金水準である．具体的には最近臼本に於

いても大間題とたっている道路の麻輝状態を念頭に於けばよく，ある程度のスムーズさで

車の走れる状態を道路の供給能力と考えるたらば通行料金零では需要過剰であり需要を調

整する料金の賦課は正当化される．

　以上で我々は限界費用原理の主要点は論じ尽くした．次の課題は実際の適用に於ける理

論的，実践的間題点を吟味することである．

■　問題点の吟味

（1）効用の可測性，個人問比1咬可能性

すでに吟味したように限界費用原理の理論的た支柱の一つは社会的純損失の存在である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



　一橋研究第ユ7号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5〕
これは一馴染み深い用語では消費者余剰の部分であるが，ヒックスの指摘するようにこれは

貨幣の限界効用がすべての人々に対して等しいことを仮定している．すなわち効用を消費

者がある財・サービスを獲得する為に支払おうとする貨幣量で測定可能であると仮定し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1したがって個人問の効用比較可能性を容認している．社会的純損失が一価狛で表現され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
るという命題の背後にはかかる強い仮定が存在することをまず銘記する必要がある、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6〕
　効用の可測性や個人問比較については厳しい批判が与えられ，順序付けのみを可能とす

るより弱い仮定に基いて理論が展開された．消費者は二つの場合の間に選択をする．一つ

は公共サービスにはすべて限界費用に等しい料金を支払い赤字補填分として余分の税を納

める、他方は余分の納税は不用だが公共サービスに対しては独立採算制を取るのに必要た

平均費用に等しい料金を支払うものとする．

　　　　　　　　　　　　（X。）萎（X1）ならg（Xo）姜g（X1）　　　　　　　　　　　一17〕

但し（X。）は限界費用に等しい公共料金を支払う場合の消費者の選択する最適な財・サー

ビスの組合わせ，（X’）は平均費用に等しい公共料金一の下での消費者の選択する最適材・サ

ービスの組合わせとする・gは任意の序数的効用指数でま）り不等号は選択されたと．いう泰

実と効用指数がより大である事実を表わす．

　1消費者に関してはその選択を観察することによりいずれの組合わせがより大だる効用

を与えるかに関する判断を下すことは可能である．又すべての消費者の組合せの選択が同

じ方向である場合には我々は選択された方が社会全体にとって効用水準が高いと判断出来

る．しかるに消費者の一部が（X。）を他の一部が（X’）を選択した場合には一般には個人

間効用比較をすることたしには不可能である．ここで深く立ち入る余地はたいが補償原理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
による解決法もいくつかの困難点を包含している．我々は実践的政策の指針として厚生経

済学を利用するに於いて何らかの個人間効用比較の必要を容認するものであるが，限界費

用原理が貨幣の限界効用一定という形で個人間効用比較を仮定している点は明らかにして

おく必要がある．

　12〕分配状態への影響

　限界費用原理の支柱の一つは一括税の性質を有する租税が一般的財政需要と公共企業の

欠損補填に対して十分の財源を徴集出来るとの暗黙の仮定である．ホッテリ1ノクがかかる

性格を有する租税と考えているのは，所得税，土地税，人頭税，Si七e－tax，相続税等であ
（8）

る．現代の先進諸国家の租税構造を念頭に於いて考えるならばこの中最も重要な比重を占

めているのぼ個人所得税でおる．法人所得税の占める比重も同じく重要ではあるが，公共

企業の赤字補填分として徴集すべき追加的租税負担を問題としているのであり全体として

は同額の租税を一括税で納めるべきか又は公共料金の一部として支払うべきかを考察して

いるのであるからここでは考察の対象から外すす．

　4
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　いずれの税をとってもその課税の原理は公共サービスの享受量とは独立であるのが一般

であり．従ってここに受益者と費用負担者との間の乖離の問題が生ずる．一部の消費者に

とっては公共企業のサービスをより安い料金で享受出来る利益にも拘らず赤字補填分とし

て迫力目的に徴収される税の負担はそれを帳消しにして余りあり，むしろ消費者は企業の独

立採算制を可能にする公共料金水準とより軽い租税負担の組み合せを選択することは十分

考えられる．かかる条件の下では（1〕で指摘したように何らかの個人問効用比較をする以外

にはいずれが社会全体の厚生水準を高めるかの判定は出来たい．

　現実には極めて実現困難と考えられるが，何らかの分配状態に対する中立な税体系を通

じて消費者は公共料金という形態から一括税の形態に置き代えて支払いを出来ると想定し

てもまだ問題は残る．たぜたらば，限界費用原理の支柱の一つであるパレート最適の概念

は相対的最適点であり，分配状態に応じて無限に存在するからである．理論的にはマスク
　　　　（9）
レィヴの方法のように資源の配分間題を考える時には安定部門による完全雇用の達成に加

えて分配部門による最適分配状態の達成を仮定することは便利である．もし現実の分配状

態も何らかの規準に従って最適状態にあるならば，かかる条件の下でのパレート最適の達

成は社会にとって唯一の最適点を保証する．

　しかるに分配状態は適正でないと判断された時にはどうであろうか．マスクレィヴの財

政の分配部門は累進所得税と移転支出の手段を利用して分配の最適状態を達成する．しか

るにこの方法は価格機構を利用した分配政策より摩擦が大であると考えられる．限界費用

原理に伴なう再分配効果は諸刃の刃であって場合によっては再分配の為の適当な手段の役

割も果し得る．この場合には公共料金決定の規準は単に資源の最適配分の為のそれのみで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ。）
なく所得や富の最適分配の規準も包含したものであり，グラーフのr公正価格」と呼ぶ料

金決定の規準である．

　（4）所得税と労働意欲

　すでに述べたように，限界費用原理を支える重要た柱の一つは財政需要を満たす十分た

一括税の性質を有する税収の存在であり，その中で特に重要たのは個人所得税である．ホ

ッテリングは個入所得税を一括税の中に含めることにより暗黙の中に所得税が労働意欲を

減少させたいことを仮定している．しかるに所得税の労働意欲に対する効果についセは早
　　　　（n）
くからミードたどによって指摘された、すなわちある程度を超える所得税の負担は労働と

余暇の間の適当たバランスを歪曲し，所得税は労働意欲に対する間接税のようたものであ

るから労働意欲が削減することが憂慮された．一般に限界費用原理の主張者は所得税が労

働意欲を削減させたいことを仮定し，又逆に限界費用原理の批判者は所得税の労働意欲の

削減効果を強調する．

　しかるに問題はそれ程簡単ではないようである．所得税の有する労働意欲の削減効果を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
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主張する人々の考慮していることは代替効果でおる、しかるにその他の要因として所得効

果もあるし又職業によっては経済的要因はほとんど労働意欲に影響を与えたいと考えられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔！2）　　（13〕
る．この問題に関して様々の要因を分析した後マスクレィヴもグードもほぼ同様の結論に

達しているが，それは先験的には効果の大きさのみたらず方向に関してさえも明白た断定

を下すことは不可能なのみか歴史的事実としての労働時間の短縮に関しても税制としての

所得税の効果については何とも言えたいということである．

　この点に関しては更により多くの研究が必要であるし，我々も早急な断定を下すことは

差し控えたいが，現段階に於いては個人所得税を一括税の一種と考えたホッテリングの誤

りはそれ程大きくはなかったと考えてよい．

　すでに明かにしたように限界費用原理の理論構造に於いては，限界費用を上まわる部分

は公共料金という形で徴収される一種の間接税と考え，同額の税額を一括税あるいは直接

税で支払う一場合と比較しどちらが社会全体の厚生が高いかを検討している．この問題提起
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く14〕
は公共料金問題とは直接関係のたい「間接税の超過負担問題」と同じである．リットルは

この問題について論じ，直接税が間接税より負担が軽いという命題が労働供給量一定とい

う仮定の下でのみ成立することを強調する．又間接税の課される以前の当初の状態は現実

に於いて必ずしも最適とは仮定出来たいのであるから間接税も場合によっては逆に社会全
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15〕
体の厚生水準を高め得る可能性のあることは，目ルフとブレイクによって指摘された．

　15〕現実の経済と競争条件

　いかたる料金といえども社会的純損失を生じさせるにも拘らず限界費用に等しい料金は

徴集するという考えは暗黙の中にパレート最適の必要条件を考慮し適用していることはす

でに指摘した。抽象的た理論に於いて公共企業以外の部門に於いては完全競争が支配し，

したがって限界費用に等しい価格決定が為されていると仮定することは便利であり容認さ

れ得る．しかるに公共料金決定問題は実際の政策の問題であり，それゆえ理論に於いて仮

定されている内容が現実に適しているかが当然吟味されねばたらたい．

　まず指摘さるべきことは，限界費用原理は他部門に於いて完全競争が成立しているとい

う条件の下でのみ妥当するということである．しかるに現実の経済に於いては不完全競争

が支酉己的であるとの認識は早くから抱かれていた．我々は不完全競争を前提とした二つの

異なる議論の例を見るのである．

　一つは他部門すべてに於いて支配的た不完全競争のゆえに一率に限界費用のん倍の高さ

に価格が決定されていると想定するものである．此は1より大きい．かかる条件の下では

公共企業の料金決定も又限界費用の庇倍に定めらるべきであり，その条件で十分であると
　　　　　　　　（16〕
の主張が何人かの論者により為された、確かに限界条件を表す（6〕式に於いて，ゴも后も共

にアウトプットである場合や共にインプットである場合には鮎も伽も共に尾倍としても
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比率に於いては変わりたい．しかるに問題はゴがインプットてんがアウトプットの場合で

ある．もしアウトプットと同様にインプットの価格もκ倍となるたらば名目価格のみの変

わるインフレーションと等しく，需要函数が零次同次の性質を有するとするならば実質に

於いては全く何の変化もない．したがって不完全競争のゆえに仮定される限界費用の浩倍

という価格はアウトプットにのみ適用される．

　所得税と労働意欲に関して検討した条件と似た条件がここでも必要である．もし生産要

素の供給の弾力性が零であるならば，限界費用の危倍に等しい価格決定は最適資源配分を

もたらす・しかるに生産要素の供給が変化するたらば，たといすべての財の価格が店倍と
　　　　　　　　　　　　　　（17〕
なっていても最適状態は存在しない．現実にかかる条件が存在するか否かは，所得税と労

働意欲との関係と同様に実証研究によって究明しねばならない．更に我々が指摘したいこ

とは，かかる条件の成立したい場合には最適状態の達成の為には価格は厳密に限界費用に

等しくなくてはたらないというラーナーやサミュエルソンの指摘はいかにもこの議論の前

提である不完全競争の条件に不調和であり政策的意味を持たたいということである．限界

条件を満たす為にランゲ・ラーナー流の社会主義計画経済にするというのは本来転倒であ

り，我々が公共料金決定という現実の政策を考えるに当って不完全競争の場合を考えると

いうことはそれを与件とみなしてその条件の下での最適料金決定法を究明することである．

したがって，労働供給の弾力性に関しては所得税との関係で吟味したように何とも言えた

いとするならば，むしろ公共料金も又限界費用の居倍に決定せよという提案の方が実践的

に有意義である．

　しかしいずれにしても上記の議論は不完全競争の条件を，すべての部門に於いて価格が

限界費用の見倍と仮定することにより過度に単純化して表現している．恐らくより現実的

た想定は，一部には完全競争の状態が存在し他方に於いては不完全競争が厳然として存在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18〕
するという場合であり，セカンドベスト定理はかかる状況を前提した上で最適公共料金を

考察する．一般的た結論を述べると，かかる状況の下では公共料金を完全競争の下に於け

るように限界費用に等しく決定することは資源の最適配分をもたらさたいのみか逆に悪化

させる．ランカスターとリプセイの吟味Lた単純化した特殊たモデルに於いては，次善的

最適料金は限界費用の危’倍に決定されねばならたいと結論されるが，より一般的には何も

言えたいのである．比を不完全競争部門に於ける価格の限界費用の倍率とすると居＞庇’＞1

である．

　現実の競争状態を，セカンドベスト定理の前提とするようなものと見るのが妥当だとす

るならば，限界費用原理は理論的に激しく揺さぶられる．実際セヵソドベスト定理は，隈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19〕
界費用原理の批判者によって主要な論点として利用されている．しかるに我々が指摘した

いのは，かかる批判者は仮に限界費用原理の破壊に成功したとしてもそれに代わる原理の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
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提示に失敗していることである．

　16〕外部経済，外部不経済

　仮に完全競争が市場に於いて支配的だとしても真の意味でのパレート最適の達成を阻害

する要因が存在する．それは外部経済や外部不経済の存在であり，別の言葉で言えば社会

的費用（利益）と私的費用（利益）の乖離である．限界費用原理の主張者達はこの点につ

いて明かではたく限界費用によっていずれを意味するかも分からたい．競争市場は私的限

界費用と価格を等しくしても社会内隈界費用とではたい．仮に私的部門に於いては社会的

限界費用（利益）と私的限界費用（利益）との乖離は無視されるとしても外延性が大きい

と考えられる公共部門に於いては両者の乖離はかたり大であると思われる、かかる外延性
　　　　　　　　　　　　｛20〕
の存在こそ50年代の厚生経済学を極めて悲観的にした要因の一つであった．

皿　評価と結論

　以上主要な問題点のいくつかを諭理的た側面から吟味してきた．明かなことは限界費用

原理も実践的な指針を公共料金決定問題に関して提供するについては多くの難、1、争を有して

いることである．それは多くの仮定に基いて成立しているが，これらの仮定は現実の経済

に於いて実際に成立していると考え難いものが多いか又は明かでたいかである．無限のパ

レート最適点の中で唯一の社会全体にとっての最適点に到達する為には，分配状能に関す

る最適状態が前提されねぽたらないが，この点に関しては疑問である．というよりはこの

次元には価値判断が入りこむのであり，我々としては，現状としての分配状態が不適当と

判断する人にとっては限界費用原理は最適状態を約東する原理でたいことを指摘出来るの

みである．

　又限界費用原理は，供給の弾力性が課税に対して零である課税対象から一般財政需要に

公共企業の赤字補填を追加した額に対して十分の税収を確保出来ることを仮定している．

この仮定が現実に成立するかどうかは，具体的な状況に於いて究明されねばたらたい．も

し赤字補填用の追加的直接税が何らかのマイナスの効果を生むならばその大きさが測られ

プラスの効果と比較されねばならたい．

　又限界費用原理は完全競争が他都門に於いて支配的であることを仮定している．もし経

済の一部に於いて不完全競争が存在するならば，公共企業の料金を限界費用に等しく決定

することは資源の最適配分を保証しないのみか悪化させる．現実の条件に関して我々が提

起したい問題点は，仮に現実の経済に於ける競争条件がかたり完全競争の条件に近い場合

に於いてさえ私的部門の企業は実際に限界費用原理に基く価格決定をしているか否かであ

る一ホールとヒッチを中心とするオックスフォード経済調査の明かにしていることは，経

済学者によって企業の合理的行動の帰結として採用されると主張されている限界原理が実

　8
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21〕
業界のほとんどの人々によって採用されていないという事実である．むしろ彼等の採用し

ている方法はフル・コスト原理である．ここで深入りする余地はたいが，もし私的部門に

於ける価格決定方法がフル・コスト原理であるとするたらば，実践的政策の理論としての

公共企業の料金決定原理は再構成されねばたらたい．

　経済の外延性は限界費用原理の適用を阻止する要因の一つである．かかる多くの要因は

多くの経済学者をして厚生経済学の実際の政策への適用に関して極めて悲観的にした．し

かるにここで注目すべきは，限界費用原理を実践している例があることである．我々の知

る限りに於いて最も精力的に限界費用原理の発展に貢献し又この原理を実践に移したのは

仏の国有企業である、論文集M紗伽α～0o功P物価4冊〃α栃ωの編纂者のネルンソの

「経済学はもはや陰うつなる科学でたいとしても良き知らせは経済学者の間に今もって常
　　　　　　　　　　（22〕
に速く広まるとは限らない。」という冒頭の言葉の示唆するように，ここでは全体にわた

って経済学の理論の実際への適用に対する楽観主義と確信が溢れている．しかるに多少酷

た批評を下すならば，それはr盲蛇に怖じず」的性格の楽観主義である．我々が検討して

きた問題点を十分に吟味し克服した後に到達した楽観主義というよりも最初から大胆にか

かる問題点を捨象してしまっている．したがってボーマル等の抱いた悲観主義を真に慰め

ることは出来ない．

　限界費用原理への批判は投資政策との関連からも為されている．すでに述べたように限

界費用原理に於いては赤字の容認とその一般財源からの補填は前提されている．批判者は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
このことが投資政策を放漫にし又経営能率を低下させるとする．この批判は自由主義競争

経済から社会主義経済に向けられる批判に類似している．この点に関しての判断は極めて

困難であるが他の条件にして等しい限りかかる傾向を認めてよいと思う．ソビエト経済に
　　　　　　（24）
於ける利潤の導入は一つの参考にたる．

　最後に強調しておきたいことは，我々の主として論じてきた場合は供給能力に比して需

要の量が小である場合であったが，限界費用原理はその一部として需要が供給能力より大

である場合も含むのであり，その場合には需要を限られた供給に等しくするまで料金を高

く定めることを要請していることである．時間によって需要量の激しく変動する場合には

これら二つの場合に適当た料金を定めたたらば独立採算を可能にする事も十分考えられる．

供給能力を変えるのは投資政策であるが，最適投資政策がとられるならば限界費用原理に
　　　　　　　　　　　　（25）
よっても独立採算は可能である．

　以上我々は多くの問題点を吟味してきた．しかるにそれはすべて質に関してであり量に

関しては何も語らたかった．しかるに実際の政策遂行に於いては量が究明されなばたらた

い、公共料金決定にも池のすべての政策と同様に実に多くの要因が関係してくる．それら

の要因の重要さはすべて量によって加重された質である、それらの量の大きさの究明は実
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証経済学の成果を待たねばならたい．

　　又我々は対象を限界費用原理に限定して議論したが，他の公共料金決定法との比較に於

いて最も適当な方法が取られねばならたい．しかるにかかる比較検討は別の論文を必要と

する．
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